
生産緑地法（昭和49年法律第68号）第10条の2第1項の規定に基づき指定した特定生産緑地を、

同条第4項の規定に基づき次のように公示する。

位置
生産緑地地区

番号
特定生産緑地

面積
指定期限日

図面
番号

1 川越市大塚新町地内 大東第79号 約 0.51 ha 令和18年3月26日 1

2 川越市大塚新町地内 大東第83号 約 0.63 ha 令和18年3月26日 2

3 川越市大塚新町地内 大東第85号 約 0.61 ha 令和18年3月26日 2

4 川越市大塚新町地内 大東第87号 約 0.39 ha 令和18年3月26日 2

計 約 2.14 ha

「区域は指定図表示のとおり」

特定生産緑地（川越市）の指定
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